
資料１ 

郵政民営化承継財産評価委員会調査部会（第１回会合）の議事概要について 
  

 

１ 会議開催の日時及び場所 
 

 (1) 日時 

   成１９年１月２２日（月） 午後３時から３時４０分まで 平
 

 (2) 場所 

   総務省 ９階 ９０１会議室 

 

２ 出席者の氏名 
 

 (1) 調査部会に属する委員の出席者 

株式会社産業再生機構代表取締役社長  斉藤  惇（委員長） 

PwCｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ株式会社取締役ﾊﾟｰﾄﾅｰ   田作 朋雄（委員長代理） 

株式会社緒方不動産鑑定事務所取締役  奥田かつ枝 

日本公認会計士協会理事        樫谷 隆夫 

新
 
日本監査法人代表社員        成澤 和己 

 (2) 調査部会に属する委員以外の出席者 

   日本郵政公社経理部門決算部長     山本 満幸 

総務省郵政行政局総務課郵政事業連絡   

調整室長（事務局）          小方 憲治 

 

３ 議題 
 

 (1) 調査部会長の選出・部会長代理の指名について 
 

 (2) 「承継財産の評価の方法（案）」について 

 

４ 議事の経過及びその概要 
 

 (1) 調査部会長の選出・部会長代理の指名について 

調査部会に属する委員の互選の結果、調査部会長に斉藤惇委員が選出された。

また、部会長代理には田作朋雄委員が、調査部会長により指名された。 

  

(2) 「承継財産の評価の方法（案）」について 

出資者となる日本郵政公社から、郵政民営化法第１６５条第１項に規定する

承継財産の評価基準及び評価方法について説明があり、調査部会に属する委員

による調査審議を経て、「承継財産の評価の方法（案）」及び「民営化時に新た

に計上すべき資産・負債の評価の方法（案）」が概ね了承された。 
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    な質疑応答は次のとおり。 主
 

    （委員）価格変動準備金の積立額については、日本郵政公社法第 32 条を適

用しているが、民営化後は公社法でなく保険業法に基づく額を積み立て

なければならないのではないか。  
 

    （事務局）価格変動準備金は、積立限度額を超えない額を積み立てるもので

あるが、公社法等に基づき、公社の最終事業年度の期末日時点までに積

み立てられる額は、保険業法等に規定されている額の範囲内に収まる予

定であるため、特段の問題は生じないものと考えられる。 
 
また、調査部会において概ね了承された「承継財産の評価の方法（案）」につ

いて、評価委員会に報告・提案することとされた。 
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承継財産の評価の方法（案） 
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